
東京都北区議会 

平成 21 年第 1 回定例会で可決した意見書 

 

 

・「気候保護法（仮称）」の制定を求める意見書 

・労働者派遣法の改正と雇用を守る意見書 

・子どもの貧困に関する意見書 



 

 

 
 

「
気
候
保
護
法
（
仮
称
）
」
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書 

 

地
球
温
暖
化
の
影
響
は
す
で
に
様
々
な
と
こ
ろ
で
出
始
め
て
い
る
。
今
後
、
人
類
に
と
っ

て
の
危
機
的
な
状
況
に
陥
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、
二
酸
化
炭
素
な
ど
の
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
を
大
幅
に
削
減
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

持
続
可
能
な
地
域
社
会
を
つ
く
り
、
一
人
ひ
と
り
が
地
球
温
暖
化
防
止
に
取
り
組
み
や
す

く
す
る
た
め
に
は
、
京
都
議
定
書
の
六
％
削
減
目
標
を
守
り
つ
つ
、
大
幅
な
排
出
削
減
目
標

を
掲
げ
、
二
酸
化
炭
素
を
減
ら
す
人
や
企
業
が
報
わ
れ
る
制
度
や
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
利
用
割
合
を
大
幅
に
増
や
す
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
気
候
保
護
法

（
仮
称
）
」
の
制
定
が
必
要
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
よ
り
よ
い
地
球
環
境
を
次
世
代
に
引
き

継
い
で
い
く
た
め
、
「
気
候
保
護
法
（
仮
称
）
」
の
制
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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労
働
者
派
遣
法
の
改
正
と
雇
用
を
守
る
意
見
書 

 

一
九
八
五
年
に
制
定
さ
れ
た
労
働
者
派
遣
法
は
、
当
初
対
象
業
務
を
限
定
し
て
い
た
が
、

一
九
九
九
年
の
原
則
自
由
化
以
降
、
派
遣
労
働
者
が
増
大
し
、
今
日
労
働
者
の
三
人
に
一
人

が
非
正
規
雇
用
と
な
っ
て
い
る
。 

現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
の
中
で
、
大
手
企
業
は
非
正
規
労
働
者
を
「
雇
用
の
調
整
弁
」

と
し
て
解
雇
、
雇
い
止
め
を
行
う
動
き
を
急
速
に
強
め
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
も

昨
年
十
月
か
ら
今
年
三
月
末
ま
で
に
約
十
五
万
八
千
人
、
派
遣
業
者
に
よ
る
そ
の
数
字
は
、

年
度
内
に
四
十
万
人
に
も
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
大
手
企
業
は
巨
額
の
内
部
留

保
を
確
保
し
て
お
り
、
新
聞
報
道
で
も
雇
用
を
守
る
企
業
の
社
会
的
責
任
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。 こ

う
し
た
雇
用
問
題
に
対
す
る
緊
急
対
策
と
し
て
、
総
合
相
談
窓
ロ
を
併
設
し
た
シ
ェ
ル

タ
ー
の
設
置
や
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
の
強
化
、
再
就
職
支
援
に
万
全
を
尽
く
す
と
と
も

に
、
日
雇
い
派
遣
、
登
録
型
派
遣
な
ど
の
不
安
定
雇
用
の
是
正
や
、
現
行
法
の
下
で
の
直
接

雇
用
義
務
の
促
進
、
こ
れ
以
上
の
大
量
解
雇
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
が
急
務
の
課
題
と
な
っ
て

い
る
。 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
速
や
か
に
労
働
者
派
遣
法
を
改
正
す
る

な
ど
、
安
定
し
た
雇
用
と
派
遣
労
働
者
保
護
の
た
め
の
法
整
備
を
図
る
よ
う
、
左
記
事
項
に

つ
い
て
強
く
要
望
す
る
。 

 

記 
 

一
、
日
雇
い
派
遣
を
原
則
禁
止
し
、
不
安
定
な
登
録
型
派
遣
を
厳
し
く
制
限
し
、
常
用
型
派

遣
と
す
る
こ
と
。 

二
、
非
正
規
労
働
者
の
待
遇
を
改
善
し
、
派
遣
会
社
に
情
報
公
開
制
度
を
設
け
さ
せ
る
こ
と
。 

三
、
現
状
の
「
派
遣
切
り
」
等
に
よ
る
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
支
援
策

を
講
じ
る
こ
と
。 

四
、
大
手
企
業
に
よ
る
大
量
解
雇
を
や
め
さ
せ
、
企
業
に
直
接
雇
用
義
務
を
果
た
さ
せ
る
な

ど
、
雇
用
を
守
る
社
会
的
責
任
を
果
た
す
よ
う
指
導
・
監
督
す
る
こ
と
。 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
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十
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子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
意
見
書 

 

非
正
規
雇
用
や
低
賃
金
雇
用
の
増
大
に
よ
り
、
貧
困
の
拡
が
り
が
す
す
ん
で
い
る
中
、
我

が
国
で
は
、
平
均
的
な
所
得
の
半
分
以
下
の
家
庭
で
暮
ら
す
子
ど
も
の
割
合
（
子
ど
も
の
貧

困
率
）
が
十
四
％
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
に
の
ぼ
る
。
更
に
、
所
得
再
分
配
後
の
子
ど
も

の
貧
困
率
が
、
分
配
前
よ
り
も
上
が
る
の
は
日
本
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
は
、
税
、
社
会
保
障
の
負
担
軽
減
や
、
福
祉
・
教
育
・
医
療
な
ど
の
諸
制
度
に
よ
り
、

貧
困
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

子
ど
も
の
貧
困
は
、
安
心
し
て
成
長
し
、
自
立
に
向
け
て
、
将
来
に
対
す
る
見
通
し
が
持

て
る
基
本
的
な
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
貧
困
の
連
鎖
に
つ
い
て
も
、
社
会
に
と
っ

て
決
し
て
放
任
で
き
な
い
現
状
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
政
府
に
対
し
、
子
育
て
世
帯
の
社
会
保
険
料
や
教
育
費
の
抜
本
的

な
負
担
軽
減
、
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
経
済
給
付
や
就
労
支
援
の
充
実
、
児
童
手
当
や
扶
養
控

除
、
奨
学
金
制
度
の
拡
充
、
保
育
園
を
は
じ
め
と
す
る
子
ど
も
の
処
遇
施
設
の
人
的
体
制
を

含
め
た
強
化
な
ど
、
財
源
対
策
も
含
め
、
子
ど
も
の
貧
困
を
改
善
す
る
施
策
を
講
じ
る
よ
う

強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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東
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